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高梁市教育大綱の改定について

（協議題１）



高梁市教育大綱の改定について
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【第４次高梁市教育振興基本計画の策定】
・教育基本法第１７条第２項に基づき策定
・現計画の計画期間（令和３年度から令和７年度まで）
・高梁市総合計画を上位計画とし、高梁市教育大綱を指針とする

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３に基づき定める
・現大綱の期間（令和３年度から令和７年度まで）
・総合教育会議で協議し、基本目標と基本方針を定める

１．はじめに

＜教育基本法＞
（教育振興基本計画）

第十七条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を
図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべ
き施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に
報告するとともに、公表しなければならない。

２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該
地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を
定めるよう努めなければならない。

＜地方教育行政の組織及び運営に関する法律＞
（大綱の策定等)

第一条の三 地方公共団体の長は、教育基本法第十七条第一項に規定
する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共
団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以
下単に「大綱」という。)を定めるものとする。

２ 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとする
ときは、あらかじめ、次条第一項の総合教育会議において協議する
ものとする。
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２．国の教育振興基本計画の方針

【コンセプト】

●持続可能な社会の創り手の育成

●ウェルビーイングの向上
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3．岡山県教育大綱

第３次計画（令和３年度～令和６年度） 第４次計画（令和７年度～令和１０年度）

１ 基本目標

「心豊かに、たくましく、未来を拓く」人材の育成

＜育みたい資質能力＞

○自立

○共生

○郷土岡山を大切にする心

２ 計画期間に取り組む施策の基本的方向

（１）魅力ある学校づくりの推進
（２）学びのチャレンジ精神の育成
（３）家庭・地域の教育力の向上
（４）規範意識と思いやりの心、健やかな体の育成
（５）生涯学習環境の整備と文化･スポーツの振興

１ 基本目標
「夢に向かって、心豊かに、たくましく、未来を拓く」
人材の育成

＜育みたい資質能力＞

○確かな学力と自ら挑戦する意欲や創造性

○豊かな心・健やかな体

○地域を大切にする心と社会の形成者としての自覚

２ 計画期間に取り組む施策の基本的方向

（１）学ぶ力の育成
（２）豊かな心・健やかな体の育成
（３）多様な教育ニーズへの支援の充実
（４）グローバル人材の育成
（５）生涯学習環境の整備と文化･スポーツの振興
（６）教育効果を高める基盤や体制の整備・充実

「時代を超えて変わらない価値のあるもの」を子どもたち一人ひとりにしっかりと身に付けさせるとともに、
未来に向けて、子どもたちが自己実現を果たしながら、「持続可能な社会の創り手」となることができるよう、
「岡山県教育大綱」を改定
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４．本市の教育大綱

【平成28－32年度】 【令和３－７年度】

変更なし

学
校
教
育

社
会
教
育
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５．教育大綱(案) 【令和８－12年度】

大志を抱き未来を拓く人づくり

○知・徳・体の調和のとれた成長をする人

○ふるさとを愛し活力あるまちを創る人

○夢や目標の実現を目指して努力する人

・各世代に向けてのイメージを強調
・具体的で誰もがわかりやすい
・今までと同じではない
・「健幸都市たかはし」と合致
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５．教育大綱(案) 【令和８－12年度】

（1）未来を拓く学びと育ち

（2）学び･文化･スポーツを通じた共に生きる社会の創造

学校
教育

社会
教育
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５．教育大綱(案) 【令和８－12年度】

【参考：令和3－7年度】

新 
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